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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について 

（平成１２年３月１日老企第３６号） 

 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係

る部分に限る。）に関する通則事項 

 

１ 通則 （抜粋） 

（１）算定上における端数処理について （省略） 

 

（２）サービス種類相互の算定関係について 

  特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介

護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給

付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居者生活介護

又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者

に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものである

こと。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護費、訪問入

浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型

通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであること。 

  また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算

定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を

行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等も合わ

せて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数は算定できない。

（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するにかかわ

らず、同様である。） 

  なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 

 

（３）施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

  介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）日又は短期入所療養介護

のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管

理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定で

きるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退

所（退院）日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

  また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定でき

る。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅

サービス計画は適正でない。 

  また、施設入所（入院）者が外泊又は介護老人保健施設、経過型介護療養型医療施設若しくは介護医
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療院の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 

 

（４）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

  利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問介護と訪問

看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の

心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要であると認められ

る場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽

で全身入浴の介護をする場合に、適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を

受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点

を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を

把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問

看護を利用することが必要であると判断され、３０分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）

と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については３

９６単位、訪問看護については８２１単位がそれぞれ算定されることとなる。 

 

（５）複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

  それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付ける。例えば、要介護高齢者夫

婦のみ世帯に１００分間訪問し、夫に５０分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に５０分の訪問介

護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ３９６単位ずつ算定される。ただし、生活

援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。 

 

（６）訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行

われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場

までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）院内の移動等の介

助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地（病院等）に行くため

の準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外において行われるバス等の公共

交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定す

ることはできない。 

 

（７）「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

 ① 加算算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成５年１０

月２６日老健第１３５号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」

（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定

結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を用いるものとする。 

 ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計

画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成２１年９月

３０日老発０９３０第５号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治

医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見 （１）日常生活の自
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立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果

がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

 ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）

にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２（４）認

定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自

立度」欄の記載を用いるものとする。 
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・ 

老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号） 

 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 （抜粋） 

（１）算定上における端数処理について （省略） 

 

（２）サービス種類相互の算定関係について 

  介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護費を受けている間につい

ては、その他の指定介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指

導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービス又は

地域密着型介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入

所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪問介護費、介護予防

訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び

介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機

能型居宅介護費は算定しないものであること。 

  なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介

護を受けている者についても算定が可能であること。 

 

（３）退所日等における介護予防サービス費の算定について 

  介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、介護予防訪問看護費、介

護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーショ

ン費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護予防短期入所サ

ービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に介護予防通所介

護を機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。なお、入所（入院）当日であって

も当該入所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）

前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ

ービス計画は適正でない。 

 

（４）同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

  利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用することを原則とする。 

 

（５）介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

  介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーションは、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものと

されており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 
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モニタリングに係る「特段の事情」の取扱について 

 

１ 居宅介護支援事業におけるモニタリングについて 

 モニタリングに当たっては、特段の事情がない限り、少なくとも月１回、利用者の居宅を訪問し、利

用者面接することとなっている。 

 この場合「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが

出来ない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれないものとされる。 

＜参照＞ 

・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」 

（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号） 

・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」 

（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

２ 特段の事情の範囲 

 本市における特段の事情に該当する事例は次のとおりとする。 

（１）「居宅介護支援事業におけるモニタリングについて」（平成２１年２月２７日長寿第１６８３号 

本県保健福祉部長寿社会対策課長発出）に掲げる例１から例３に該当する事例 

 

例１ 利用者の居宅を訪問すれば、本人と家族の関係が悪化すると客観的に認められる場合 

例２ 利用者が緊急で入院、あるいは緊急短期入所サービスを利用することとなったために、利用者の

居宅でのモニタリングが出来なかった場合 

利用者が死亡したために、モニタリングが出来なかった場合 

例３ 地震、風水害や火災により利用者の居宅が被災したために、利用者の居宅でのモニタリングが出

来なかった場合 

 

（２）（１）に掲げる事例以外で下記のような利用者のやむを得ない事情等について、本人・家族と相談

し、状況を把握した上で居宅に帰ることができないと判断した場合 

・利用者の心身の状態が悪化した場合 

・家族の急病等で在宅での介護が困難になった場合 

・個別の事情により短期入所サービスの利用が続いている事例  等 

 

３ 特段の事情に係る処理方法 

・２の（１）に該当する場合 

 本市への申請・連絡は不要であるが、・利用者との面接・居宅の確認を行った上で、その具体的な内容

を居宅サービス計画等に詳細に記載し、５年間保存すること 

・２の（２）に該当する場合 

 本市への申請が必要である。 

 その月に居宅に帰ることができず、居宅でのモニタリングを行えなかった場合（行えないことが予想

される場合）に本人と面接、居宅確認後、当月２５日～翌月５日までの間に『「特段の事情」によるモ

ニタリング確認申請書』を提出すること。 
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特段の事情の可否の回答は、国保連への請求を踏まえて１０日までに回答する。 

【注意】 

・本市に申請なく事業所独自に特段の事情と判断している場合は、運営基準減算（不適切な給付として

返還）となる。 

・申請書の提出を受け、内容を確認し、必要に応じて電話等で追加聞き取りをした後、本市にて検討・

判断し、特段の事情と認められない場合もある。 

・「特段の事情」との回答は電話にて行うが、その旨記録しておくこと。 

 

【届出に必要な書類】 

・「特段の事情」によるモニタリング確認申請書 

・フェイスシート 

・居宅サービス計画書（第１表～第３表） 

・サービス担当者会議の要点（第４表） 

・居宅介護支援経過（第５表） 

 

４ 特段の事情に該当する場合のモニタリング 

 モニタリングの趣旨は、利用者本人の心身の状況をはじめ、家族や居宅周辺の生活環境の把握、サー

ビス事業所との情報交換にある。そのため、「特段の事情」に該当する場合でも、少なくとも利用者の

居宅を訪問し（独居の場合も「帰り得る場所」の確認が必要）、利用者との面接を行い、利用者の解決

すべき課題の変化に留意すると共に、家族との継続的な連絡を行うこと。また、モニタリングを行っ

た場合、その具体的な内容を居宅介護支援経過（第５表）に記録しておくことが必要であり、この記

録がない場合には、運営基準減算の対象となる。なお、モニタリングの結果の記録については５年間

保管しておくものとする。 

 

５ 特段の事情に該当すると判断を受けた場合 

 特段の事情の判断は継続的に認められるものではなく、初回に判断を受けた翌月以降も判断が必要な

月については『「特段の事情」によるモニタリング確認申請書』により市の判断を受ける必要がある。 

（１） 新規 

以下の場合申請区分を「新規」とする 

・初めて居宅でモニタリングができなかった場合 

・過去に「特段の事情」の判断を受け、翌月以降は居宅でモニタリングできていたが、その 

後、居宅でモニタリングできなかった場合 

（２） 継続 

新規で申請し「特段の事情」と判断を受けた後、翌月以降も引き続き居宅でのモニタリングが

困難であった場合 

（３） 終了 

・「特段の事情」となった者が介護保険施設等への入所が決定する等、当該「特段の事情」 

に該当するモニタリングの必要がなくなった場合 

・「特段の事情」となった者が死亡した場合 

なお、２の（１）の事例に該当し特段の事情と扱っていた者の入所・死亡等については市への
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申請は不要とする。 

 

６ 特段の事情の適用開始時期 

 「特段の事情」によるモニタリングの保険者確認は平成３０年４月サービス提供分からの適用とす

る。 

 

７ その他 

 このモニタリングに係る「特段の事情」の可否は、その月に居宅で利用者とモニタリングできない場

合の請求についての可否であって、短期入所サービスの３０日を越える連続利用・認定期間の概ね半

数を超える利用そのものの可否を判断しているものではない。 
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下記により、「特段の事情」によるモニタリング確認申請書を提出します。

R 年 月 日

R 年 月 日 ～ R 年 月 日

Ｈ 年 月 日

1

2

4

「特段の事情」によるモニタリング確認申請書

(　新規　・　継続　・　終了　)　←該当箇所に○をつけてください。

赤磐市長　　殿

令和　　　年　　　月　　　日

届出者

事業所の名称

所在地・電話番号

ＴＥＬ ＦＡＸ

管理者名 担当介護支援専門員名

被保険者

被保険者番号 性　　別 男　・　女

フリガナ

生年月日 明・大・昭　 　年 　　月 　　日（　　歳）
氏　名

住　　所

（〒　   　　－　　   　　）

TEL

要介護度 認定日

認定の有効期間

障害高齢者の日常

生活自立度
Ｊ １ ・ Ｊ２ ・ Ａ１ ・ Ａ２ ・ Ｂ１ ・ Ｂ２ ・ Ｃ１ ・ Ｃ２

認知症高齢者の日

常生活自立度
Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb  ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ Ｍ

世帯の状況 一人暮らし　・　高齢世帯　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　施設名：　　　　　　　　　　　　　　待機順位：

短期入所サービス

開始日

短期入所

事業所名

居宅でモニタリン

グができない理由

今後の方針
※○を付けてください。

利用者等の状況に応じて、在宅での生活へ向けていく。

現在、介護老人福祉施設等（老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等）への

入所申し込みをしている。（4ヶ所以上ある場合は別紙に記入して下さい）

１）施設種類： 　　　　　　施設名：　　　　　　　　　　　　　　待機順位：

２）施設種類：

◎必要添付書類：ケアプラン第１～５表写、フェイスシート

※「特段の事情」の可否については、後日届出者に電話にて連絡します。

※「特段の事情」が解消された場合、届出書の再提出をもって「特段の事情」の解除とします。

※「特段の事情」の可否について、居宅介護支援経過記録（第５表）に記載し保管してください。

３）施設種類： 　　　　　　施設名：　　　　　　　　　　　　　　待機順位：

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

「特段の事情」の可否 可 否
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報告・照会要不要について一覧

軽度者の福祉用具貸
与

特段の事情による
モニタリング

認定期間の約半数を
超えてのショートステイ

生活援助中心型の
訪問介護

訪問介護・看護２
人体制

照会の必要 必要 必要 必要 - -

例外

①告示に定める福祉
用具が必要な状態で
ある者（認定の基本
調査結果による）
②車椅子・車椅子付
属品及び移動用リフ
トについては①で、認
定調査結果がない部
分については、適切
なケアマネジメントを
通じて居宅介護支援
事業者が判断できる
場合であり照会不
要。（※）

→上記、いずれの場
合も特段の理由を記
録

・下記、照会不要の
根拠（県通知にある
例）に合致するもの
であれば、照会は
不要

→上記、いずれの
場合も特段の事情
として記録のこと。
他に疑義が生じる
ケースがあれば個
別に照会。

- - -

- - -
同居人のいる場合
の理由が、「その
他」の場合必要

必要

照会文書様式による
照会

照会文書様式によ
る照会

照会文書様式による照
会

報告書様式で提出
報告書様式で提
出

・指定居宅介護支援
等の事業の人員及び
運営に関する基準第
１３条第２１号及び同
解釈通知
・要介護１の者等に
係る指定福祉用具貸
与費[老企第36号
第２の９（２）]

・指定居宅介護支
援等の事業の人員
及び運営に関する
基準第１３条第１３
号及び同解釈通知
・県通知（平成２１年
２月２７日付け長寿
第1683号）

・指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運
営に関する基準第１３
条第２０号及び同解釈
通知

・訪問介護単位数
表・留意事項通知

・訪問介護単位数
表・留意事項通知
・訪問看護単位数
表・留意事項通知

（※）上記通知ⅲ）の状

態に該当する者につい

て、車椅子・車椅子付属

品及び移動用リフト・に

ついては、認定調査項

目に無い要件があり、こ

の部分については、主治

医の意見を踏まえ、適切

なケアマネジメントを通じ

て支援事業所が判断す
ることとなっているため不

要である。

・事情により、３０日を

超える（介護保険報酬

算定対象期間であるか

否かを問わず実質）

ショートを利用している

場合で、ショート先でモ

ニタリングを行う場合は

照会が必要だが、原則

２回目以降は特段の事
情と認めない。

特別な事情（①本人の身

体等の状況②同居・別居

家族の状況、家族で対応

できない理由等③施設（複

数）の申込状況）等記入

同居人が障害、疾病

等の場合を適用する

場合は、同居人ので

きること、できないこ

と。できない期間を確

認し、記録。病気が一

時的なものである場合

は、家族に漫然と適用

できるわけではなく、

期間があることを説明

することが必要。

報酬が伴うものであ

るので、家族に説明

し、了解を得ることが

必要。記録にも利用

内容を確実に入れる

ことが必要。

注意事項

照会

報告

　　　　　方法
（※照会書・報告書とも、何
についての照会・回答であ

るのか、文頭に表題をつけ
て下さい。）

参考（記載基準・通知
等）
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 年  月  日 
 
赤磐市長 様 
 

介護保険サービス提供にかかる照会書 

 
事 業所 名   

担当者氏名  
 

下記のサービス提供について、介護保険対象として算定可能かどうか回答願います。 
 

記 
 

被保険者番号           被保険者氏名   

住    所 赤 磐 市 

生 年 月 日  Ｍ・Ｔ・Ｓ   年  月  日 性  別 男  ・  女 

要 介 護 度   有 効 期 間    年 月 日 ～    年 月 日 

照 会 す る

サービス内容 
・提供理由等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付書類 
 現在のサービス利用状況のわかる書類（担当者会議の要点・サービス計画書の写し等）を

添付してください。 
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年  月  日 
 
赤磐市長 様 
 

「その他」の理由での生活援助中心型算定について報告書 

 
事 業所 名   

担当者氏名  
 

標記のことについて、下記の内容で報告します。 
 

記 
 

被保険者番号           被保険者氏名   

住    所 赤 磐 市 

生 年 月 日  Ｍ・Ｔ・Ｓ   年  月  日 性  別 男  ・  女 

要 介 護 度   有 効 期 間  R 年 月 日 ～R  年 月 日 

その他の理由

で生活支援中

心型を算定す

る理由の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付書類 
 現在のサービス利用状況のわかる書類（サービス計画書の写し等）を添付してください。 
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訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出書（兼理由書） 

 

  年  月  日 

 

赤磐市長 様 

 

事 業 所 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

介護支援専門員氏名  

 

 

被保険者番号           要介護度 要介護 

フリガナ  
生活援助の１月 

あたりの回数     
回  

利用者氏名  

生年月日 M･T･S  年  月  日 計画作成年月日 年  月  日 

訪問介護の生

活援助が基準

回数以上にな

った具体的な

理由 

 

添付資料 

・アセスメントシートの写し（基本情報シート部分も含む） 

・居宅サービス計画書（第１～７表）の写し 

 ※第１表は、利用者へ交付し署名があるもの 

  第５表は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページの部分 

・訪問介護計画書の写し（訪問介護事業所から提供を受けたもの） 

 



89 
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【参考】 

   ・「令和 6 年４月版 介護報酬の解釈 ＱＡ・法令編（緑本）」 
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令和 4 年 3 月１６日 
 
 
指定居宅介護支援事業所 管理者 様 
指定相談支援事業所 管理者 様 
 
 

赤磐市保健福祉部社会福祉課長 
赤磐市保健福祉部介護保険課長 

 
 

障害福祉サービス利用者の介護保険サービスへの移行について 
 
 このことについて、障害福祉サービスを利用している人が 65 歳に到達する場合、障害者総合支援法第
7 条の規定により、介護保険サービスが優先されることとなっています。また、第 2 号被保険者について
も、特定疾病※）に該当する場合は介護保険の要介護認定を受けることができ、介護保険サービスが優先
となります。 
 つきましては、障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行に当たり、赤磐市での取り扱いを以下
のとおりとします。 
※特定疾病（加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病） 
 がん（医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）、

関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻
痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経
障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関
節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 
【介護保険サービスと障害福祉サービスの適用関係】 
 ①介護保険制度の対象となる障害者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあ

る場合、介護保険サービスを優先的に利用することとなる。 
 ②障害者の心身の状況（障害特性等）等によって介護保険サービスのみでは、十分なサービスを受ける

ことができないと市が認める場合は、障害福祉サービスも合わせて利用することができる。※例外的
な利用となるため、社会福祉課への相談が別途必要 

 ③介護保険サービスに相当するサービスがない障害福祉サービス等固有のサービスについては、利用
が認められる場合がある。 

  例）同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、補装具・日常生活
用具の一部給付 
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 ●介護保険サービス及び障害福祉サービスの共通サービス（例） 
介護保険サービス 障害福祉サービス等 

訪問介護 居宅介護・重度訪問介護 
通所介護 生活介護 
短期入所生活介護 短期入所 
福祉用具・住宅改修 補装具・日常生活用具の一部 

 
【障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行】 
 ①障害者総合支援法に基づく相談支援専門員（以下、「相談支援専門員」という。）は利用者に介護保険

制度への移行に関する概要説明を行う。 
 ②利用者は要介護認定申請を行う。 
 ③要介護認定が非該当であった場合は、引き続き障害福祉サービスを利用する。 
  要介護認定を受けた場合は、利用者が居宅介護支援事業所を選定する。 
 ④選定された居宅介護支援事業所の介護支援専門員（以下、「介護支援専門員」という。）は、利用者か

ら障害福祉サービス利用の有無を確認し、サービス利用があった場合は、相談支援専門員との情報共
有を行うことを説明し、利用者の同意を得た上で、相談支援専門員の氏名、連絡先を確認する。 

  ※障害福祉サービスの利用者の中には、相談支援専門員を介さずサービス利用を行っている場合（セ
ルフプラン）があります。その場合、介護支援専門員は本人から障害福祉サービス利用状況等を確
認し、利用者の同意を得た上で、社会福祉課へ問い合わせてください。 

 ⑤介護支援専門員は、相談支援専門員に連絡し、障害福祉サービスの利用状況、事業所名等を確認し、
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスであるかを確認するなど、情報共有を行う。 

 ⑥介護支援専門員は、利用者が受けている障害福祉サービスが介護保険サービスに相当するサービス
であった場合は、介護保険への移行について改めて説明する。 

 ⑦サービス利用に向けての調整を介護支援専門員が中心となって行う。 
  ※赤磐市の場合、介護保険サービスに合わせて障害福祉サービスを併用する場合、介護支援専門員と

相談支援専門員の両者に担当していただくこととしています。役割分担の中で、連携し、調整をお
願いします。なお、サービス担当者会議については、介護支援専門員と相談支援専門員の合同で開
催することとなります。 

 
【問合せ先】 
 ・障害福祉サービス等に関すること 
  赤磐市保健福祉部社会福祉課福祉推進班 
  電話 086-955-1115 
 ・介護保険サービス等に関すること 
  赤磐市保健福祉部介護保険課介護保険班 
  電話 086-955-1116 
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移行に関するフロー図（イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に介護保険サービスへの移行について概要説明（相談支援専門員） 

要介護・要支援認定申請（利用者） 

要介護・要支援認定（非該当） 要介護・要支援認定（該当） 

障害福祉サービス利用（継続） 居宅介護支援事業所の選定（利用者） 

相談支援専門員への連絡、情報共有（介護支援専門員） 

利用者へ介護保険サービスへの移行説明（介護支援専門員） 

介護保険サービス利用調整（介護支援専門員） 

介護保険サービス利用（開始） 
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令和 3 年 10 月 1 日 
 
指定居宅介護支援事業所 各位 
 

赤磐市介護保険課長 
 
 

令和３年度介護報酬改定に伴う居宅サービス計画等の署名・押印に係る取扱いについて 
 
 時下、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、赤磐市の介護保険行政に御理解と御協力をい
ただき誠にありがとうございます。 
 標記の件について、以下のとおり赤磐市の取扱いについて整理しましたので、お知らせします。 
 
【居宅サービス計画等の署名・押印に係る取扱いについて（令和 3 年 10 月 1 日現在）】 
 従来より、基準省令第 13 条第 10 号及びその解釈通知により居宅サービス計画原案（計画書第 1 表か

ら第 3 表まで、第 6 表及び第 7 表）について、「文書により利用者の同意を得なければならない」と規
定されています。 

 また、令和 3 年度法改定により、基準省令に新設された第 31 条（電磁的記録等）第 2 項により「交付、
説明、同意、承諾その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面で行うことが規定さ
れているものについては、相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる」よう
になっており、電磁的方法の具体例として、解釈通知に「電子メールにより利用者等が同意の意思表示
をした場合等」と例示されています。 

 よって、居宅サービス計画においては、 
 ①文書による同意（従来と同じ方法） 
 ②相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法による同意 
 のいずれかの方法で同意を得る必要があります。 
  
 以上を踏まえ、 
 文書による同意については、押印は必ずしも必要ではありませんが、署名等による同意を必要とします。

各事業所が導入されているシステムによっては、居宅サービス計画標準様式第 6 表の「利用者確認」欄
が削除されているようですが、介護保険最新情報 vol.958 における居宅サービス計画書の記載要領には
利用者確認欄の記載方法に係る記述が残されているため、文書内のいずれかの箇所に署名等による同
意をお願いします。 

 文書による同意の留意点としまして、本人が署名困難な場合は代筆でも可としています。その場合は代
筆者氏名、本人との関係等を併せて記載してください。また、従来通りの押印での同意も可とします。 

 なお、署名等とは「署名」、「記名押印」を指します。 
 ※なお、第 5 表（支援経過）への記録のみでは充足しないため留意してください。 
 ※今後、厚生労働省の Q＆A 等が発出されましたら、改めて取扱い等について御連絡をさせていただき

ます。 
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